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【災害の概要】
工事の種類：その他の建築工事業
災害の種類：崩壊、倒壊
被　災　者：１人（死亡）

【工事概要】
この災害は、工場解体工事において解体用
機械で４階建ての建物の４階屋上塔屋部分を
解体作業中に発生したものである。
解体中の工場はＳＲ造４階建ての建物で、
その上にコンクリート壁構造の２階建ての塔
屋（階段室およびエレベーター機械室）が建
てられていた。解体作業は全体を大きく３箇
所に区分し、災害のあった箇所は下請けを含
めて12人で作業を行っていた。作業はロング
アーム付き解体用機械のアームの先端に圧砕
機（ニブラー）を取り付け、塔屋の鉄筋コン
クリート等を小さく破砕、切断し地上につか
み降ろしていた。
災害発生当日の午後４時半頃、塔屋の解体
をしていたところ、解体中の塔屋の壁面が約
７m（約20t）ほど一気に崩れ落ち、作業中の
解体用機械運転席の上に落下した。
解体用機械はそのときの衝撃で旋回しなが
ら逸走し、解体中の建物に当たって停止した。
運転者は運転席に閉じ込められたため、消
防隊に救出され病院に収容されたが多発外傷

屋上塔屋を解体用機械で解
体作業中、塔屋が崩れ落ち解
体用機械の運転席を直撃して
運転者が死亡

による出血性ショックにより死亡した。

【災害発生原因】
この災害の原因としては、次のようなこと

が考えられる。
１　コンクリート造工作物の解体の作業を行
うに当たり、予め適切な作業計画を定めず
に作業を行ったこと

２　解体中の屋上の塔屋は鉄筋コンクリート
壁構造であったが、解体に際し、先に塔屋
の南北面の壁部分を解体した後、次に塔屋
の屋根スラブを残したまま西側の壁部分を
破砕したため、屋根スラブ全体を東側の壁
だけで支える状態となったこと

３　屋根スラブを支えることとなった東側の
壁部分は階段室側であったため、窓用の開
口部があり、壁部分が少なく屋根スラブの
重量を支えきれず崩壊したこと

４　解体作業を行っていた建物の高さが、解
体作業のために使用していた解体用機械の
能力の限界に近い状態であったため、解体
作業が極めて不安定な状態で行われていた
こと

【再発防止対策】
同種災害の防止のためには、次のような対

策の徹底が必要と考えられる。
1 コンクリート造工作物の解体の作業を行う
ときは
①　その工作物の倒壊、物体の飛来・落下
等による危険を防止するため、予めその
工作物の形状、き裂の有無等を調査し、
作業の方法および順序、使用する機械等
の種類および能力等が示された作業計画
を定めること

②　解体中にコンクリートスラブ等の長大
かつ重量の重い構造部分が、一時的に不
安定な状態にならないような方法及び順
序により解体作業を行うこと

２　高層のコンクリート工作物等を解体しよ
うとするときは、使用する解体用機械等の
種類及び能力について、危険防止の観点か
ら十分な能力のある機械を使用すること

平成25年７月１日から車両系建設機械の
解体用機械に「鉄骨切断機」「コンクリー
ト圧砕機」「解体用つかみ機」が追加され、
労働安全衛生法令（就業制限業務等）の規
制対象となりました。


